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酪農学園大学外国人受入規程 

 

                            制 定 2014年４月1日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、酪農学園大学（以下、「本学」という。)における外国人の受入につい

て、必要な事項を定めることにより、外国人研究者及び学生が行う活動を支援し、本学の

国際教育の推進と学術研究の国際的発展に資することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 本学が受け入れる外国人研究者及び学生の名称をINTERNATIONAL VISITING SCIENTIST 

and STUDENT（以下、「ＶＳ」という。）とする。 

 

（資格） 

第３条 ＶＳとして受け入れることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１） 学術交流協定を締結している機関を通じた短期プログラムにより来訪する外国人 

（２） 国際協力機構（JICA）、日本学術振興会(JSPS)、日本学生支援機構（JASSO）、外

国政府等、外部機関が支援するプログラムにより来訪する外国人 

（３） その他、学長が特に必要と認める者 

 

（受託の原則） 

第４条 ＶＳの受入の決定は、学長が行うものとする。 

２  受入期間は、原則として２週間以上１年未満とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、学長がプログラムの目的を達成するために、継続する必要があ

ると認めた場合は、受入期間を延長することができる。 

４ 第３条第１項第２号により、外部機関を通じた委託事業、交流事業として実施する場合は、

それぞれの外部機関が定める基準に基づき受入期間を定めることも可能とする。 

 

（担当教員） 

第５条 ＶＳの受入に際しては、担当教員を定めるものとする。 

２ 担当教員はプログラムを策定し、本学に短期滞在するＶＳの研究及び学習を支援するもの

とする。 

 

 （待遇・保険・生活） 

第６条 本学は、ＶＳに対して、給与、渡航に要する経費は支給しない。 

２ 滞在中の不慮の事故に備え、VSは、本人あるいは派遣元団体の負担により滞在目的及び期

間に応じた傷害保険に加入しなければならない。 

３ ＶＳの生活上の諸問題及び健康管理は、自己の責任において対処するものとする。 

 

（施設等の利用） 

第７条 ＶＳは、本学に滞在する目的を遂行するために必要な本学の施設・設備を本学の教

育・研究に支障のない範囲で利用することができる。 

２ ＶＳの故意又は重大な過失により本学の施設・設備等を損傷したときは、これを原状に回

復し、又はその損害を賠償しなければならない。 
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（規則の遵守） 

第８条 ＶＳは、本学の諸規則を遵守しなければならない。 

 

（研修費） 

第９条 担当教員はプログラム実施に必要な経費を積算し、経費を徴収することも可能とする。 

 

（報告） 

第10条 ＶＳがその目的を終了したときは、終了後１ヵ月以内に担当教員を経て、プログラム

に関する報告書を学長に提出するものとする。 

２ 担当教員は、帰国前に報告会を開催し、成果の学内での共有を図るとともに、ＶＳ受入に

係る実施報告書を作成し、学長に提出する。 

 

（資格の取消） 

第11条 ＶＳが申し出たとき、又はその本分に反する行為があった場合は、協議会の議を経て、

学長がＶＳの資格を取り消すことができる。 

 

（事務処理） 

第12条 本規程の運用に伴う事務は、酪農学園大学エクステンションセンターにおいて取り扱

うものとする。 

 

（雑則） 

第13条 この規程に定めるもののほか、ＶＳに関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

（改廃） 

第14条 この規程の改廃については、協議会の議を経て、学長がこれを決定する。 

 

附 則 

 この規程は、2014（平成26）年４月１日から施行する。 


